別紙様式第1号
調達安定化計画承認申請書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日
農林水産大臣 殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　法人の場合にあっては、その名称
及び代表者の氏名（旧姓併記可）

　特定農産加工業経営改善等臨時措置法第５条第１項の規定により、下記の調達安定化計画について承認を受けたいので申請します。

記

１．現在行っている事業の現状等
(1)　調達安定化措置を実施する事業所の概要
①　事業所名
②　所在地
③　事業所面積
④　従業員数
⑤　事業の内容及び売上高又は経常利益

(2)　 (1)の事業所と一体となって措置を実施する事業所の概要
①　事業所名
②　所在地
③　事業所面積
④　従業員数
⑤　事業の内容及び売上高又は経常利益
⑥　(1)の調達安定化措置を実施する事業所との具体的関係（一体的な計画と認められるものであることの説明）
（注１）(2)は、以下の例のような具体的関係（※）を持つものをいう。（※当該計画において、設備投資等を実施する事業所とともに原材料から最終製品（農産加工品）を　製造するに至る過程において必要不可欠な工程を有する関係）
（例）指定農産物の保管庫を建設し、そこで保管した指定農産物を他の事業所におい
て使用し、食品を製造する関係。該当する場合のみ記載すること。
（注２）(2)は、計画を申請する法人または個人が直接所有するものであること。
（注３）⑥は、１の(1)に記載する調達安定化措置を実施する事業所との関係が分かるよう、具体的かつ定量的に記載すること。
（注４）複数の事業所を記載する場合は適宜記入欄を追加すること。

(3)　法人の概要
①　設立年月日
②　資本の額又は出資の総額
③　従業員数又は組合員数
④　事業の内容及び売上高又は経常利益
（注）財務諸表その他経営内容が把握できる資料を添付すること。

２．調達安定化措置に係る農産加工品における指定農産物等の使用状況
	農産加工品名等
	指定農産物等
	当該農産加工品の原材料に占める指定農産物等の割合

	〇〇食パン
	□小麦
	

	
	□大豆
	

	
	☑小麦又は大豆の一次加工品（名称：小麦粉　　　）
	90％

	
	
	


（注１）指定農産物等について、いずれかに必ず☑をすること。
（注２）申請に当たって、当該農産加工品の原材料のうち、指定農産物等がおおむね５割を占め
ていること。また、根拠資料を添付すること。

３．調達安定化措置の目標
　(1)　目標
	・パン製造業の例
　今般の小麦価格の世界的な高騰により、我が社のパン製造における原材料費（小麦）が上昇しています。
　このため、本計画を通じて、我が社の製品（●●パン（製品名））の主たる原材料である小麦粉について、外麦を使用した小麦粉から、内麦を使用したものに切り替えるとともに、代替原材料（米粉）を活用した新商品の研究開発を行います。具体的には、（２）の表に記載の取組を実施いたします。
　この取組を通じて、小麦粉の新たな調達先となる○○県の農家や、代替原材料として使用する米粉の調達先となる○○県の農家との連携強化を図ってまいります。また、●●パンにおいては、○○県産の野菜（レタス）を使用しており、調達先となる○○県の農家とも引き続き連携を図ってまいります。これらにより、国内農業の発展に寄与することを目指すとともに、原材料の調達の安定化を図り、消費者に対して、安全・安心な商品の安定的な提供を目指してまいります。

・豆腐製造業の例
　今般の大豆価格の世界的な高騰により、我が社の豆腐製造における原材料費（大豆）が上昇しています。
このため、本計画を通じて、我が社の製品（●●豆腐（製品名））の主たる原材料である大豆について、一部を国産の大豆に切り替えるとともに、最新設備を導入し原材料の効率的な使用に資する取組を行います。
　具体的には、（２）の表に記載の取組を実施いたします。
　この取組を通じて、食品製造・供給の安定化を図り、消費者に対して、安全・安心な商品の安定的な提供を目指すとともに、国産大豆への切替えを図り、国内の農業の発展にも寄与してまいります。


（注）本欄に以下の事項を記載すること。
　・小麦又は大豆の輸入に係る事情の著しい変化に対応して新たな経済的環境に円滑に適応　　　　するために有効なものであること。
　・小麦又は大豆の国内の生産地との連携の強化その他の生産地からの当該農産物の調達の　　　　方法が適切なものであること。
　・１の(2)の事業所を記載する場合は、それらを含み一体となった計画の目標を記載する
こと。

[bookmark: _Hlk220342078](2)　取組内容
（注１）ア～カのうち該当する欄に記載（該当する取組が複数ある場合は、全ての取組につ
いて記載）すること。
（注２）調達安定化措置（生産地の変更等）の対象か否かに関わらず、当該農産加工品
において使用している指定農産物等について全て記載すること。
（注３）一次加工品を使用している場合は、【生産地】には原材料（小麦、大豆）の生産地
を記載すること。
（注４）アについては、生産地の変更を行う小麦又は大豆の一次加工品（小麦粉等）の量を
記載でも可。
　　（注５）エについては、ア～ウの取組と併せて行うものに限る。

　　ア　調達先としての指定農産物の生産地の変更
	計画実施前
	計画実施後

	[bookmark: _Hlk220684801]指定農産物等【生産地】
	１農産加工品当たりの量
	指定農産物等【生産地】
	１農産加工品当たりの量

	小麦粉
（甲国産小麦）
	100
	(g)
	生産地が変更された指定農産物等

	小麦粉
（乙国産小麦）
	20
	(g)
	小麦粉
（○○県産小麦）
	50
	(g)

	小麦粉
（○○県産小麦）
	20
	(g)
	
	
	(g)

	
	
	(g)
	小計…①
	50
	(g)

	
	
	(g)
	引き続き使用する指定農産物等

	
	
	(g)
	小麦粉
（甲国産小麦）
	50
	(g)

	
	
	(g)
	小麦粉
（乙国産小麦）
	20
	(g)

	
	
	(g)
	小麦粉
（○○県産小麦）
	20
	(g)

	合計
	140
	(g)
	小計…②
	90
	(g)

	生産地の変更率（算出式：①÷（①＋②）×100）
※５％を超えること。
	35.7
	(%)


[bookmark: _Hlk220686033]
イ　代替原材料の使用
	計画実施前
	計画実施後

	指定農産物等【生産地】
	１農産加工品当たりの量
	代替原材料又は指定農産物等【生産地】
	１農産加工品当たりの量

	小麦粉
（甲国産小麦）
	80
	(g)
	新たに使用する代替原材料

	小麦粉
（乙国産小麦）
	20
	(g)
	米粉
（○○県産米）
	80
	(g)

	小麦粉
（○○県産小麦）
	20
	(g)
	
	
	(g)

	
	
	(g)
	小計…①
	80
	(g)

	
	
	(g)
	引き続き使用する指定農産物等

	
	
	(g)
	小麦粉
（乙国産小麦）
	20
	(g)

	
	
	(g)
	小麦粉
（○○県産小麦）
	20
	(g)

	合計
	120
	(g)
	小計…②
	40
	(g)

	代替原材料の使用率（算出式：①÷（①＋②）×100）
※５％を超えること。
	66.7
	(%)





ア　調達先としての指定農産物の生産地の変更
イ　代替原材料の使用
の両方を一緒に行う取組
	計画実施前
	計画実施後

	指定農産物等【生産地】
	１農産加工品当たりの量
	代替原材料又は指定農産物等
【生産地】
	１農産加工品当たりの量

	小麦粉
（甲国産小麦）
	100
	(g)
	生産地が変更された指定農産物等

	小麦粉
（乙国産小麦）
	50
	(g)
	小麦粉
（○○県産小麦）
	50
	(g)

	小麦粉
（○○県産小麦）
	50
	(g)
	
	
	(g)

	
	
	(g)
	小計…①
	50
	(g)

	
	
	(g)
	新たに使用する代替原材料

	
	
	(g)
	米粉
（○○県産米）
	50
	(g)

	
	
	(g)
	
	
	(g)

	
	
	(g)
	小計…②
	50
	(g)

	
	
	(g)
	引き続き使用する指定農産物等

	
	
	(g)
	小麦粉
（甲国産小麦）
	50
	(g)

	
	
	(g)
	小麦粉
（○○県産小麦）
	50
	(g)

	合計
	200
	(g)
	小計…③
	100
	(g)

	生産地の変更率及び代替原材料の使用率
算出式：（①＋②）÷（①＋②＋③）×100）※５％を超えること。
	50
	(%)



ウ　原材料たる指定農産物等の効率的な使用
	計画実施前
	計画実施後

	指定農産物等【生産地】
	１農産加工品当たりの量
	指定農産物等【生産地】
	１農産加工品当たりの量

	小麦粉
（甲国産小麦）
	50
	(g)
	削減される指定農産物等

	小麦粉
（○○県産小麦）
	50
	(g)
	小麦粉
（甲国産小麦）
	10
	(g)

	
	
	(g)
	
	
	(g)

	
	
	(g)
	
	
	(g)

	
	
	(g)
	小計…②
	10
	(g)

	
	
	(g)
	引き続き使用する指定農産物等

	
	
	(g)
	小麦粉
（甲国産小麦）
	40
	(g)

	
	
	(g)
	小麦粉
（○○県産小麦）
	50
	(g)

	
	
	(g)
	
	
	(g)

	合計…①
	100
	(g)
	小計
	90
	(g)

	削減率（算出式：②÷①×100）
※１％を超えること。
	10.0
	(%)




エ　新商品または新技術の研究開発又は利用
	




（注）該当する場合は、概要を簡単に記載すること。

オ　原材料たる指定農産物等又は代替原材料の保管
	計画実施前
	計画実施後

	指定農産物等【生産地】
	１事業所当たりの量
	指定農産物等【生産地】
	１事業所当たりの量

	小麦粉
（甲国産小麦）
	10,000
	(kg)
	増加後の指定農産物の保管量

	
	
	(kg)
	小麦粉
（甲国産小麦）
	10,000
	(kg)

	
	
	(kg)
	小麦粉
（○○県産小麦）
	5,000
	(kg)

	
	
	(kg)
	
	
	(kg)

	合計…①
	10,000
	(kg)
	合計…②
	15,000
	(kg)

	増加率（算出式：（②－①）÷①×100）
※５％を超えること。
	50.0
	(%)



　　カ　その他の原材料の調達の安定化を図るための措置
	




（注）該当する場合は、概要を簡単に記載すること。
　　
４．調達安定化措置の内容及び実施時期
　☑ア　調達先としての指定農産物の生産地の変更
　☑イ　代替原材料の使用
☑ウ　原材料たる指定農産物等の効率的な使用
☑エ　新商品または新技術の研究開発又は利用
☑オ　原材料たる指定農産物等又は代替原材料の保管
　□カ　その他の原材料の調達の安定化を図るための措置
（注１）ア～ウ、オのいずれかに必ず☑をすること。
（注２）エについては、ア～ウの取組と併せて行うものに限る。

　(1)　当該措置の概要（パン製造業の例）
	年月
	実施内容

	R〇.〇




R△.△





R□.□





R■.■
	ア　原材料の調達先の一部変更
イ　代替原材料の使用
・●●（製品名）に使用する小麦粉について、アメリカ産100％から国産小麦粉70％、米粉30％に変更する。

ウ　原材料たる指定農産物等の効率的な使用
・ミキサーの更新
最新のミキサーに更新することで、効率的な攪拌が可能となり、品質の向上及び生産能率の向上が図られ、これにより、同量（かつ高品質）の１製品に必要な小麦粉が○％削減される。

エ　新たな商品の開発に向け、生産設備の一部を更新
・ラックオーブンの導入
現在デッキオーブンを使用しているところ、米粉を使用した新商品を開発するため、一定の品質で安定的に製造できるラックオーブンを導入する。

オ　米粉専用の保管施設を導入
・新たに米粉を使用するに当たり、米粉専用サイロ（１t）を事業所内に新たに整備する。"				


　　（注）ア～カごとに内容が分かるように記載すること。

(2)　設備の設置及び不動産の取得
	年月
	取得する設備等
	個数又は箇所数
	金額（千円）

	R△.△
R□.□
R■.■
	・ミキサー（ウ）
・ラックオーブン（エ）
・サイロ（オ）	
	１
１
１
	10,000
5,000
20,000


（注）ア～カごとに内容が分かるように記載すること。

　(1)　当該措置の概要（豆腐製造業の例）
	年月
	実施内容

	R×.×





	ウ　原材料の効率的な使用に向け、加工ライン一式を最新設備に更新
・現在、●●（製品名）の生産ラインは、他製品の製造と併用しているところだが、●●の専用ラインを整備することで脱皮、豆洗、撹拌工程がフルオートメーションとなり、歩留まりが○％改善され、原料の使用量が削減される。		


　　（注）ア～カごとに内容が分かるように記載すること。
(2)　設備の設置及び不動産の取得
	年月
	取得する設備等
	個数又は箇所数
	金額（千円）

	R×.×
R×.×
R×.×
	・脱皮機（ウ）
・豆洗機（ウ）
・攪拌機（ウ）
	１
１
１
	10,000
5,000
20,000


（注）ア～カごとに内容が分かるように記載すること。

５．計画を実行するのに必要な資金の額及び調達方法　　　　　　　（単位：千円）

	年度
	事業内容
	事業費（必要な資金）
	内訳
	備考

	
	
	
	設備資金（調達方法・金額）
	運転資金
※特別な費用を含む。
（調達方法・金額）
	

	令和〇年度
	ミキサーの導入
	10,000千円
	日本政策金融公庫（農林水産事業）:
8,000千円
融資（○○銀行）：
1,000千円（※）
自己資金：
1,000千円
	
	


（注）民間金融機関からの融資については金融機関名を括弧で記載すること。

６．調達安定化計画の実施に伴う雇用の状況
	

	○○期雇用実績
(直近実績)
	○○期雇用計画
(計画５年目）

	　従業員数
	
	

	
	パート、アルバイト等
	
	


  (注）従業員は、１の(1)の⑤に記載する事業所の従業員数を記載すること。
　　　 １の(1)の⑤の事業所の従業員数を記載することが困難な場合、法人全体の従業員数（１の(3)の③に記載する従業員数に相当）を記載すること。

（以下、該当あれば記載）
試験研究に充てるための負担金の負荷の基準
	





（注）該当する場合のみ記載し、根拠資料を提出すること。











